
体
調

不
良

児
対

応
型

病
児

保
育

事
業

の
概

要

【
職

員
の

配
置

】
看

護
師

等
を

１
名

以
上

配
置

し
、

預
か

る
体

調
不

良
児

の
人

数
は

、
看

護
師

等
１

名
に

対
し

て
２

名
程

度
と

す
る

こ
と

。
【

そ
の

他
】

本
事

業
を

担
当

す
る

看
護

師
等

は
、

実
施

保
育

所
等

に
お

け
る

児
童

全
体

の
健

康
管

理
・

衛
生

管
理

等
の

保
健

的
な

対
応

を
日

常
的

に
行

う
こ

と
。

本
事

業
を

担
当

す
る

看
護

師
等

は
、

地
域

の
子

育
て

家
庭

や
妊

産
婦

等
に

対
す

る
相

談
支

援
を

地
域

の
ニ

ー
ズ

に
応

じ
て

定
期

的
に

実
施

す
る

こ
と

。 -1
-

児
童

が
保

育
中

に
微

熱
を

出
す

な
ど

「
体

調
不

良
」

と
な

っ
た

場
合

に
お

い
て

、
安

心
か

つ
安

全
な

体
制

を
確

保
す

る
こ

と
で

、
保

育
所

等
に

お
け

る
緊

急
的

な
対

応
を

図
る

事
業

及
び

保
育

所
等

に
通

所
す

る
児

童
に

対
し

て
保

健
的

な
対

応
等

を
図

る
事

業
。

（
出
典
：

病
児

保
育

事
業

実
施

要
綱

）
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富
山

市
の

状
況

-2
-

①
利

用
児

童
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

看
護

師
等

の
配

置
が

必
須

の
た

め
、

体
調

不
良

児
対

応
型

を
実

施
す

る
施

設
数

の
拡

大
が

進
ま

な
い

。
（

規
模

が
小

さ
い

保
育

所
等

に
お

い
て

は
、

利
用

児
童

が
少

な
い

こ
と

も
想

定
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
看

護
師

等
を

１
名

配
置

す
る

こ
と

は
困

難
）

②
日

常
的

な
保

健
対

応
等

の
役

割
に

つ
い

て
は

、
体

調
不

良
児

対
応

型
未

実
施

施
設

に
お

い
て

も
、

日
頃

か
ら

、
厚

生
労

働
省

の
保

育
所

保
育

指
針

等
に

基
づ

き
、

子
ど

も
の

健
康

支
援

を
保

育
士

が
行

っ
て

い
る

。

（
富

山
市

に
お

け
る

体
調

不
良

児
対

応
型

病
児

保
育

事
業

実
施

施
設

数
等

の
推

移
）

平
成

27
年

度
平

成
28

年
度

平
成

29
年

度
平

成
30

年
度

令
和

元
年

度
令

和
２

年
度

認
可

保
育

施
設

数
89

施
設

93
施

設
96

施
設

10
1施

設
10

5施
設

10
7施

設

実
施

施
設

数
30

施
設

38
施

設
40

施
設

44
施

設
49

施
設

51
施

設

実
施

率
33

.7
％

40
.9

％
41

.7
％

43
.6

％
46

.7
％

47
.7

％

年
間

延
べ

利
用

児
童

数
5,

22
7人

7,
18

1人
8,

39
4人

8,
40

9人
9,

77
4人

－
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【
参

考
】

病
児

対
応

型
・

病
後

児
対

応
型

病
児

保
育

事
業

児
童

が
病

気
の

「
回

復
期

に
至

ら
な

い
場

合
」

又
は

「
回

復
期

」
で

あ
り

、
か

つ
、

集
団

保
育

が
困

難
な

期
間

に
お

い
て

、
当

該
児

童
を

病
院

・
診

療
所

、
保

育
所

等
に

付
設

さ
れ

た
専

用
ス

ペ
ー

ス
又

は
本

事
業

の
た

め
の

専
用

施
設

で
一

時
的

に
保

育
す

る
事

業
。

【
職

員
の

配
置

】
病

児
の

看
護

を
担

当
す

る
看

護
師

等
を

利
用

児
童

お
お

む
ね

10
人

に
つ

き
１

名
以

上
配

置
す

る
と

と
も

に
、

病
児

が
安

心
し

て
過

ご
せ

る
環

境
を

整
え

る
た

め
に

、
保

育
士

を
利

用
児

童
お

お
む

ね
３

人
に

つ
き

１
名

以
上

配
置

す
る

こ
と

。
保

育
士

及
び

看
護

師
等

の
職

員
配

置
に

つ
い

て
は

、
常

駐
を

原
則

と
す

る
が

、
利

用
児

童
が

見
込

ま
れ

る
場

合
に

近
接

病
院

等
か

ら
保

育
士

及
び

看
護

師
等

が
駆

け
つ

け
ら

れ
る

等
の

迅
速

な
対

応
が

可
能

で
あ

れ
ば

、
常

駐
を

要
件

と
し

な
い

。
【

そ
の

他
】

本
事

業
を

担
当

す
る

職
員

は
、

利
用

の
少

な
い

日
等

に
お

い
て

、
感

染
症

流
行

状
況

、
予

防
策

等
の

情
報

提
供

や
巡

回
支

援
等

を
適

宜
実

施
す

る
こ

と
。

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

で
の

対
応

に
つ

い
て

-3
-

平
成

27
年

度
の

地
方

か
ら

の
提

案
等

に
関

す
る

対
応

方
針

に
よ

り
、

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

に
つ

い
て

は
、

「
近

接
病

院
等

か
ら

駆
け

付
け

ら
れ

る
等

の
迅

速
な

対
応

が
可

能
で

あ
れ

ば
職

員
の

常
駐

を
要

件
と

し
な

い
」

と
す

る
柔

軟
な

対
応

が
可

能
で

あ
る

こ
と

が
明

確
化

さ
れ

た
。

一
方

、
体

調
不

良
児

対
応

型
に

つ
い

て
は

適
用

さ
れ

て
い

な
い

。
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提
案

事
項

-4
-

体
調

不
良

児
対

応
型

の
病

児
保

育
事

業
に

つ
い

て
、

看
護

師
等

を
１

名
以

上
配

置
す

る
こ

と
が

要
件

で
あ

り
、

看
護

師
等

は
、

実
施

施
設

に
お

け
る

児
童

全
体

の
日

常
的

な
保

健
対

応
の

役
割

等
を

担
う

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

が
、

①
常

駐
を

原
則

と
す

る
が

、
近

隣
病

院
等

か
ら

駆
け

付
け

ら
れ

る
等

の
迅

速
な

対
応

が
可

能
で

あ
れ

ば
、

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

と
同

様
に

看
護

師
等

の
常

駐
を

要
件

と
し

な
い

も
の

と
し

②
近

隣
病

院
等

か
ら

駆
け

付
け

る
看

護
師

等
の

役
割

に
つ

い
て

は
、

体
調

不
良

児
へ

の
対

応
に

特
化

す
る

も
の

と
す

る
。
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制
度

改
正

に
よ

る
効

果

-5
-

看
護

師
等

の
人

材
が

不
足

し
て

い
る

な
か

で
、

看
護

師
等

の
保

育
所

等
へ

の
常

駐
を

要
件

と
し

な
い

こ
と

に
よ

り
、

域
内

の
限

ら
れ

た
看

護
人

材
で

本
事

業
へ

の
対

応
が

可
能

と
な

る
。

体
調

不
良

児
対

応
型

病
児

保
育

事
業

の
拡

大
に

よ
り

、

①
よ

り
安

心
し

て
、

保
護

者
が

子
ど

も
を

保
育

施
設

に
預

け
る

こ
と

が
で

き
る

。
②

保
育

士
の

精
神

的
・

肉
体

的
負

担
の

軽
減

を
図

る
こ

と
が

で
き

る
。

③
保

育
施

設
全

体
の

安
定

的
な

運
営

を
図

る
こ

と
が

で
き

る
。

43



イ
メ

ー
ジ

-6
-

保
育

所

①
協

定
・

連
携

②
看

護
師

等
の

駆
け

つ
け

等
に

よ
る

対
応

（
看

護
師

等
が

常
駐

）
病

院

保
護

者
の

安
心

感

（
看

護
師

等
が

不
在

）

保
育

士
の

精
神

的
な

不
安

の
軽

減
保

育
所

の
安

定
的

な
運

営
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【
参

考
】
厚

生
労

働
省

保
育

所
保

育
指

針
（
抜

粋
）

-7
-

１
子

ど
も

の
健

康
支

援
⑴

子
ど

も
の

健
康

状
態

並
び

に
発

育
及

び
発

達
状

態
の

把
握

ア
子

ど
も

の
心

身
の

状
態

に
応

じ
て

保
育

す
る

た
め

に
、

子
ど

も
の

健
康

状
態

並
び

に
発

育
及

び
発

達
状

態
に

つ
い

て
、

定
期

的
・

継
続

的
に

、
ま

た
、

必
要

に
応

じ
て

随
時

、
把

握
す

る
こ

と
。

⑵
健

康
増

進
イ

子
ど

も
の

心
身

の
健

康
状

態
や

疾
病

等
の

把
握

の
た

め
に

、
嘱

託
医

等
に

よ
り

定
期

的
に

健
康

診
断

を
行

い
、

そ
の

結
果

を
記

録
し

、
保

育
に

活
用

す
る

と
と

も
に

、
保

護
者

が
子

ど
も

の
状

態
を

理
解

し
、

日
常

生
活

に
活

用
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
。

⑶
疾

病
等

へ
の

対
応

ア
保

育
中

に
体

調
不

良
や

傷
害

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、

そ
の

子
ど

も
の

状
態

等
に

応
じ

て
、

保
護

者
に

連
絡

す
る

と
と

も
に

、
適

宜
、

嘱
託

医
や

子
ど

も
の

か
か

り
つ

け
医

等
と

相
談

し
、

適
切

な
処

置
を

行
う

こ
と

。
看

護
師

等
が

配
置

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
、

そ
の

専
門

性
を

生
か

し
た

対
応

を
図

る
こ

と
。
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病
児
保
育
事
業
に
お
け
る
職
員
配
置
要
件
の
緩
和

令
和

２
年

7月
10

日
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重点番号１：病児保育事業における職員配置要件の緩和（鳥取県、中国地方知事会）



鳥
取
県
の
現
状

1

病
児
保
育
事
業
の
実
施
状
況

分
類

市
町
村
数

施
設
数

①
病

児
対

応
型

８
市

町
１

０
施

設
②

病
後

児
対

応
型

９
市

町
１

５
施

設
※

体
調

不
良

児
対

応
型

、訪
問

型
、

送
迎

対
応

の
実

施
は

な
し。

※
R2

.4
時

点
（

休
止

中
の

施
設

を
除

く）

分
類

利
用
者
数
（
単
位
：
人
）

H
25

H
26

H
27

H
28

H
29

H
30

R
1

①
病

児
対

応
型

（
施

設
数

）
3,

80
5

（
7）

3,
72

4
（

7）
4,

64
5

（
10

）
7,

42
7

（
10

）
6,

75
3

（
10

）
6,

54
3

（
10

）
6,

79
1

（
10

）
②

病
後

児
対

応
型

（
施

設
数

）
90

8
（

14
）

83
8

（
13

）
82

6
（

13
）

71
9

（
13

）
77

8
（

14
）

58
9

（
14

）
47

1
（

15
）

本
県
の
保
育
士
の
有
効
求
人
倍
率
の
推
移

H
26

H
27

H
28

H
29

H
30

R
1

R
2

４
月

時
点

1.
05

1.
54

1.
68

2.
18

2.
27

3.
43

2.
74

１
２

月
時

点
2.

44
3.

47
3.

43
3.

52
4.

88
5.

80
－
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2

制
度
の
現
状

2

保
育

を
必

要
とす

る
乳

児
・幼

児
又

は
保

護
者

の
労

働
も

しく
は

疾
病

そ
の

他
の

事
由

に
よ

り家
庭

に
お

い
て

保
育

を
受

け
る

こと
が

困
難

とな
った

小
学

校
に

就
学

して
い

る
児

童
で

あ
っ

て
、疾

病
に

か
か

って
い

る
も

の
に

つ
い

て
、保

育
所

、認
定

こど
も

園
、病

院
、診

察
所

そ
の

他
の

場
所

に
お

い
て

、保
育

を
行

う事
業

（
児

童
福

祉
法

第
６

条
の

３
第

13
項

）

【配
置

要
件

】
○
看
護
師
等
：
利
用
児
童
お
お
む
ね

１
０

人
に

つ
き

１
名

以
上

○
保

育
士
：
利
用
児
童
お
お
む
ね

３
人

に
つ

き
１

名
以

上
※

必
要

な
場

合
に

看
護

師
等

の
か

け
つ

け
対

応
等

に
よ

り保
育

士
の

配
置

の
み

で
も

可
とす

る
等

の
例

外
あ

り

【根
拠

法
令

等
】

○
病

児
保

育
事

業
実

施
要

綱
（
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・児
童
家
庭
局
長
通
知

）
➤

病
児

保
育

事
業

の
実

施
に

係
る

定
め

で
あ

る
とと

も
に

、子
ども

・子
育

て
支

援
交

付
金

の
交

付
対

象
に

係
る

配
置

要
件

○
子

ども
・子

育
て

支
援

法
施

行
規

則
（
内
閣
府
令
）

➤
幼

児
教

育
・保

育
無

償
化

対
象

施
設

に
係

る
配

置
要

件

病
児
保
育
事
業
と
は

職
員
の
配
置
要
件
（
病
児
対
応
型
・
病
後
児
対
応
型
）
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3

支
障
事
例

3

u
病

院
併

設
施

設
で

病
児

保
育

事
業

を
行

って
い

た
が

、保
育

士
の

確
保

が
難

しく
休

止
とな

って
い

る
。

u
病

院
併

設
施

設
で

連
携

医
師

や
部

屋
数

の
確

保
は

可
能

で
あ

る
が

、保
育

士
、看

護
師

の
確

保
が

難
しく

、定
員

を
増

や
す

こと
が

で
き

な
い

。
事
例
②

u
新

設
で

単
独

型
病

児
保

育
施

設
を

開
設

した
い

が
、保

育
士

の
確

保
が

難
しく

、開
設

準
備

が
進

ん
で

い
な

い
。

事
例
③

○
保
育
士
や
看
護
師
の
不
足
に
よ
り、
事
業
を
休
止
せ
ざ
る
を
得
な
い

ケ
ー
ス
や
定
員
を
増
や
す
こと
が
で
き
な
い
ケ
ー
ス
が
生
じ
て
い
る
。

具
体
事
例

事
例
①

49



4

提
案
事
項

4

○
病

児
対

応
型

・病
後

児
対

応
型

の
事

業
実

施
に

あ
た

り、
各

地
域

の
実

情
に

鑑
み

て
、市

町
村

が
柔

軟
な

職
員

配
置

が
行

うこ
とが

で
き

る
よ

う、
職

員
配

置
要

件
の

緩
和

を
求

め
る

。
➤
「病
児
保
育
事
業
実
施
要
綱
」の
要
件
緩
和

○
ま

た
、職

員
配

置
要

件
を

緩
和

した
施

設
に

つ
い

て
も

、幼
児

教
育

・保
育

無
償

化
の

対
象

施
設

とす
る

こと
。
➤
「子
ども
・子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
」の
要
件
緩
和

具
体
的
な
内
容

u
病

児
保

育
事

業
の

実
施

に
あ

た
り、

保
育

士
、看

護
師

の
確

保
が

難
しく

職
員

配
置

要
件

を
満

た
す

こと
が

で
き

ず
、事

業
の

開
始

、拡
大

等
の

支
障

とな
って

い
る

ケ
ー

ス
が

生
じて

い
る

。
u

当
該

事
業

の
実

施
に

関
して

は
、子

ども
・子

育
て

支
援

交
付

金
の

交
付

が
な

け
れ

ば
事

実
上

困
難

で
あ

り、
職

員
配

置
要

件
は

市
町

村
に

とっ
て

「実
質

的
な

義
務

付
け

」と
な

って
い

る
。

u
以

上
の

状
況

を
踏

ま
え

て
、例

え
ば

保
育

士
の

一
部

を
子

育
て

支
援

員
で

代
替

可
とす

る
等

の
柔

軟
な

配
置

が
で

き
る

よ
う緩

和
を

求
め

る
。

u
ま

た
、同

配
置

要
件

は
無

償
化

対
象

施
設

とな
る

た
め

の
要

件
とし

て
、「

子
ども

・子
育

て
支

援
法

施
行

規
則

」に
も

定
め

られ
て

い
る

が
、「

病
児

保
育

事
業

実
施

要
綱

」と
同

様
に

要
件

の
緩

和
を

 
求

め
る

。
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u
病

院
併

設
施

設
で

病
児

保
育

事
業

を
行

って
い

た
が

、保
育

士
の

確
保

が
難

しく
休

止
とな

っ
て

い
る

。（
現
状
：
定
員
２
、現

行
配
置
要
件
：

保
育

士
1、

看
護

師
１

）

【対
応
例
】同
一
敷
地
内
の
別
の
保
育
施
設
か
ら
保
育
士
が
か
け
つ
け
る
こと
が
で
き
る
体
制

を
整
え
た
上
で
、保
育
士
の
代
わ
りに
子
育
て
支
援
員
の
配
置
を
可
とす
る
。

（
子

育
て

支
援

員
1＋

か
け

つ
け

保
育

士
1 

、看
護

師
1）

u
病

院
併

設
施

設
で

連
携

医
師

や
部

屋
数

の
確

保
は

可
能

で
あ

る
が

、保
育

士
、看

護
師

の
確

保
が

難
しく

、定
員

を
増

や
す

こと
が

で
き

な
い

。
（
現
状
：

定
員

６
、保

育
士

2、
看

護
師

１
⇒

定
員

９
の

現
行
配
置
要
件
：
保
育
士
３
、看

護
師
１
）

【対
応
例
】保
育
士
配
置
に
つ
い
て
、保
育
者
の
半
数
を
子
育
て
支
援
員
で
可
とす
る
。

（
保

育
士

２
、子

育
て

支
援

員
1、

看
護

師
1）

5

配
置
要
件
緩
和
の
例

5

事
例
①
「
子
育
て
支
援
員
１名
を
確
保
す
れ
ば
定
員
が
３
名
増
で
き
る
！」

u
新

設
で

単
独

型
病

児
保

育
施

設
を

開
設

した
い

が
保

育
士

の
確

保
が

難
しく

、開
設

準
備

が
進

ん
で

い
な

い
。（

現
状
：
定
員
２
、現

行
配
置
要
件
：
保
育
士

1、
看

護
師

1）
【対
応
例
】保
育
士
を
短
時
間
の
コ
ア
タ
イ
ム
に
配
置
、診
察
後
登
園
な
どで
児
童
が
少
な
い

朝
夕
の
時
間
は
子
育
て
支
援
員
と看
護
師
の
み
の
対
応
を
可
とす
る
。

（
保

育
士

(パ
ー

ト等
)1

、子
育

て
支

援
員

1、
看

護
師

1）

事
例
③
「
コ
ア
タ
イ
ム
勤
務
希
望
の
保
育
士
を
確
保
す
れ
ば
新
規
開
設
で
き
る
！」

事
例
②
「
保
育
士
の
駆
付
け
体
制
整
備
を
す
れ
ば
受
入
再
開
で
き
る
！」
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6

改
正
に
よ
る
効
果

6

u
医

療
機

関
併

設
な

ど施
設

の
立

地
条

件
や

、受
け

入
れ

る
子

ども
の

年
齢

や
状

況
に

よ
って

、真
に

必
要

な
職

員
は

異
な

る
た

め
、各

施
設

の
状

況
や

地
域

の
実

情
等

に
鑑

み
て

職
員

を
配

置
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

な
る

こと
で

、本
県

に
お

け
る

病
児

保
育

施
設

の
拡

大
に

つ
な

が
る

。

仕
事
と家
庭
の
両
立
支
援
とし
て
の
病
児
保
育
施
設
の

拡
大
に
つ
な
が
り、
働
き
な
が
ら
子
育
て
し
や
す
い
社
会

の
実
現
！

本
県

の
共

働
き

世
帯

(※
)の

割
合

は
68

.6
％

と全
国

平
均

（
57

.6
%

）
よ

り高
く、

子
ども

・子
育

て
支

援
と両

輪
、ま

た
は

そ
の

セ
ー

フテ
ィネ

ット
とし

て
必

要
不

可
欠

な
病

児
保

育
事

業
の

充
実

が
必

要
。

（
※

）
単

独
世

帯
を

除
い

た
い

ず
れ

か
が

就
業

して
い

る
世

帯
で

の
夫

婦
共

働
き

の
世

帯
割

合
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保
育

所
に

お
け

る
居

室
面

積
基

準
の

見
直

し
に

つ
い

て

令
和

２
年

７
月

１
０

日

長
野

県
須

坂
市

53

重点番号２：保育所における保育室等の居室面積に関する基準の見直し（須坂市、中野市、飯山市、茅野市）



保
育

所
の

現
状

と
課

題

•
施

設
の

老
朽

化
や

３
歳

未
満

児
（
特

に
０

歳
児

）
の

入
所

希
望

の
増

加
に

対
応

す
る

た
め

、
平

成
２

３
年

度
か

ら
５

か
年

で
、

市
内

１
０

公
立

保
育

園
の

う
ち

、
耐

震
改

修
未

整
備

の
８

保
育

園
に

つ
い

て
施

設
整

備
を

実
施

し
、

０
歳

児
受

け
入

れ
枠

を
拡

大
（
定

員
2
7
人

→
7
2
人

）
•

私
立

幼
稚

園
の

認
定

こ
ど

も
園

化
や

分
園

等
の

施
設

整
備

を
支

援
し

、
３

歳
未

満
児

の
受

け
入

れ
枠

を
拡

大
（
定

員
1
4
3
人

→
2
0
5
人

）
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•
施

設
整

備
に

時
間

を
要

す
る

た
め

、
そ

の
間

に

待
機

児
童

が
発

生
す

る
可

能
性

大
！

•
し

か
し

、
令

和
元

年
10

月
か

ら
の

幼
児

教
育

・
保

育
の

無
償

化
施

行
等

に
よ

り
、

少
子

化
傾

向
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
３

歳
未

満
児

の
保

育
園

へ
の

入
所

希
望

が
増

加
傾

向
に

あ
り

ま
す

•
前

述
の

と
お

り
施

設
整

備
も

進
め

て
き

た
が

、
長

期
的

に
は

子
ど

も
は

減
少

し
て

お
り

、
一

時
的

な
入

所
希

望
増

に
対

応
す

る
施

設
整

備
に

対
す

る
地

元
住

民
の

理
解

を
得

た
り

、
建

設
予

定
地

の
農

業
振

興
地

域
か

ら
の

除
外

や
農

地
転

用
の

許
可

に
は

数
年

の
期

間
が

必
要

・
・
・

3
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年
度

25
26

27
28

29
30

元
２

（
見

込
）

3歳
未

満
児

入
所

児
童

数
47

6
48

7
49

3
52

0
51

6
52

2
51

1
52

0

3歳
未

満
児

定
員

46
3

49
3

49
3

49
3

49
3

51
1

52
5

52
5

保
育

所
の

利
用

状
況

及
び

見
込

み
（
認

定
こ

ど
も

園
含

む
）

4

◎
「
第

５
次

須
坂

市
総

合
計

画
・
後

期
基

本
計

画
」
及

び
「
須

坂
市

人
口

ビ
ジ

ョ
ン

ま
ち

・
ひ

と
・
し

ご
と

創
生

総
合

戦
略

」
に

お
い

て
「
保

育
園

の
待

機
児

童
ゼ

ロ
の

維
持

」
を

指
標

の
目

標
値

と
し

て
掲

げ
て

い
ま

す

私
立

幼
稚

園
の

認
定

こ
ど

も
園

化
に

よ
る

増

私
立

幼
稚

園
の

認
定

こ
ど

も
園

化
に

よ
る

増

認
定

こ
ど

も
園

の
分

園
開

設
に

よ
る

増
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提
案

事
項

保
育

所
に

お
け

る
居

室
面

積
に

関
す

る
基

準
を

「
従

う
べ

き
基

準
」
か

ら
「
参

酌
す

べ
き

基
準

」

へ
の

変
更

を
求

め
る

◆
保

育
所

に
お

け
る

居
室

面
積

に
関

す
る

基
準

（
乳

児
室

1.
65

㎡
/人

、
ほ

ふ
く
室

3.
3㎡

/人
、

保
育

室
及

び
遊

戯
室

1.
98

㎡
/人

）
を

「
参

酌
す

べ
き

基
準

」
と

し
、

自
治

体
の

条
例

に
よ

り
緩

和
可

能
と

し
て

い
た

だ
き

た
い

具
体

的
な

内
容
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3
8
.9

㎡
の

ほ
ふ

く
室

（
１

人
当

た
り

３
．

３
㎡

の
場

合
）

•
現

状

面
積

的
に

は
児

童
１

１
人

ま
で

し
か

保
育

で
き

ま
せ

ん
が

・
・
・

6

58



3
8
.9

㎡
の

ほ
ふ

く
室

（
１

人
当

た
り

３
．

２
㎡

に
し

た
場

合
）

•
児

童
12

人
を

保
育

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す

7
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面
積

基
準

を
緩

和
す

れ
ば

保
育

の
質

が
落

ち
る

の
で

は
？

•
市

独
自

の
配

置
基

準
に

よ
り

、
保

育
士

を
加

配
し

て
保

育
の

質
を

確
保

し
て

い
ま

す

①
１

歳
児

４
人

に
対

し
て

１
人

の
保

育
士

を
配

置

（
国

基
準

は
１

歳
児

６
人

に
対

し
て

１
人

の
保

育
士

）

②
３

歳
児

は
１

ク
ラ

ス
１

８
人

以
上

、

４
歳

児
は

１
ク

ラ
ス

２
６

人
以

上
の

場
合

に
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

保
育

士
を

加
配

し
て

、
保

育
体

制
を

充
実

8
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廊
下

を
保

育
室

の
補

完
と

し
て

活
用

し
、

居
室

面
積

基
準

を
緩

和
し

て
保

育
を

実
施

（
イ

メ
ー

ジ
）

廊
下

に
も

保
育

士
１

人
で

し
っ

か
り

保
育

保
育

室
内

に
は

保
育

士
２

人 9
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